
・「定額制訓練」の他にも、助成メニューをご用意しています。

・ 詳しくは、ウェブサイトをご覧いただくか、お近くの労働局へお問い合わ
せください。

人材開発支援助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

検索

石川労働局・ハローワーク加賀

人材開発支援助成金
（人への投資促進コース） の

が

さらに使いやすくなりました！

労働者の人材育成に取り組む事業主の皆様へ

定額制訓練って
何だろう？

事業主が、雇用する労働者に対して、オンライン上で
定額受け放題の「定額制訓練」（サブスクリプション
型の研修サービス）を活用して訓練を実施した場合に、
訓練経費を助成する制度ですよ。

定額制訓練なら既に導入しているけど、
今からでも対象になるの？

令和４年９月１日の改正で、既に利用が始まっている
定額制サービスも対象になったので、今からでも対象
になりますよ。
令和４年12月２日から助成率も上がりましたよ！！

詳しくは裏面へ 👉

LL041205開企02

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html


●業務上義務付けられ（業務命令）、労働時間に実施される訓練であること

●各支給対象労働者の受講時間数を合計した時間数※が、支給申請時において10時間以上

であること

※ 合計に含めることができる時間数は、計画時に提出する「定額制訓練に関する対象者一覧

（様式 第４－２号）」に記載されている者であって、その修了した訓練の時間数の合計が１時間

以上の者が実施した訓練に限ります。

なお、合計時間に含めることができる訓練は、「職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を

させるための訓練」（職務関連訓練）に限ります。

※ 実際の動画の視聴等の時間ではなく、標準学習時間（訓練を習得するために通常必要な時間として、

あらかじめ受講案内等によって定められている時間）により時間数をカウントします。

定額制訓練の要件

対象となる訓練に要件はあるの？

既に利用が始まっている訓練も対象になるの？

契約期間の初日が令和４年４月１日以後の定額制サービスが助成対象となります。

助成される期間は、計画届を提出した日から起算して1ヶ月後を契約期間の初日とみなし

助成しますので、契約期間の初日とみなした日から最終日の期間となります。

例）契約期間の初日とみなした日から最終日までの期間が90日の場合は、

全体の契約額のうち90日分に対して助成します。

契約期間初日 計画届提出日 みなし
契約期間初日

１か月後

契約期間の
最終日

助成対象

どのくらい助成してもらえるの？

早めに計画

届を提出し

よう！

令和4年12月２日から、経費助成率及び助成限度額が以下のとおり引き上がりました。

中小企業 大企業

45％
(＋15％)

30％
(＋15％)

＜変更後＞＜現行＞
中小企業 大企業

60％
(＋15％)

45％
(＋15％)

15%UP！経費助成率

助成限度額 1事業所が1年度に受給できる助成金の限度額

2,500万円

1,000万円UP！

人への投資促進コース
(成長分野等人材訓練除く)

1,500万円

＜変更後＞＜現行＞



プロジェクトマネージャ試験対策講座受講料等

教育訓練の内容

人材開発支援助成金の活用

 教育訓練機関：外部教育訓練機関

 受講コース：営業職研修受け放題講座

 訓練目標：

新入社員から管理職までの幅広い層に対応した

営業力向上のためのeラーニング訓練

 受講料等：420,000円

（１～50名まで１か月3.5万円×12月の料金）

人への投資促進コース(定額制訓練）

労働者の多様な訓練の選択・実施を可能とする「定額

制訓練」（サブスクリプション型の研修サービス）を

利用した場合に、助成が受けられる訓練メニューです。

助成金のコース

助 成 率・額

＜OFF-JT＞

経費助成 60％(45％)

助成金の額

助成金の対象となる経費

営業職研修受け放題講座：420,000円

訓練の効果

• １つの訓練契約で幅広い層に訓練を行うことができ、個々の従業員にあった訓練を

探す手間も省ける上に、複数の訓練を契約するよりも、安価な費用で抑えられた。

• 結果的に企業全体の生産性向上に繋がった。

今後の展開
訓練費用を安価な費用で抑えられたため、営業職以外の従業員向けの定額制訓練を

実施することを検討し、計画的に人材育成に取り組んでいきたい。

会社概要

中小企業（製造業）

従業員数：130名

事業内容：自動車部品製造

助成金を活用するに至った背景事情

今までは、個々の従業員にあった訓練をそれぞれ実施して

いたが、訓練費用の削減のためにサブスクリプション型の

訓練を実施することにした。

人材育成上の課題

個々の従業員にあった訓練を探す手間や、複数契約するため訓

練費用が高額であり、訓練の機会を減らさざるを得ない状態と

なり、結果的に企業内の生産性が低下していた。

人材開発支援助成金活用例

人への投資促進コース：定額制訓練

＜OFF-JT＞

経費助成：252,000円

（受講料等×60％）

支給総額 252,000円

支給額

※（ ）内は中小企業以外の額



●支給要件の詳細や具体的な手続きは下記までお問い合わせください。

問い合わせ先 石川労働局職業安定部職業対策課（Tel.076－265－4428）

受 付 時 間 ８：３０～１７：１５ 土・日・祝日・年末年始休み

●訓練修了日の翌日から２か月以内に、必要書類を管轄労働局に提出する

●支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払う

主な提出書類

●事業内職業能力開発計画に基づき、訓練実施計画を作成する

●作成した計画を訓練開始日の１か月前までに管轄労働局に提出する

主な提出書類

所定の様式

• 訓練実施計画届

• 年間職業能力開発計画

• 訓練別の対象者一覧

添付書類
• 訓練内容を確認できるカリキュラム

• 訓練期間中の労働条件がわかるもの

（雇用契約書の写しなど）

職業能力開発推進者の選任、事業内職業能力開発計画の策定・周知

●「年間職業能力開発計画」に基づき訓練を実施する

助成金受給までの流れと申請に必要な書類

所定の様式

• 法令違反等がないか確認する書類

• 支給申請書

• 助成額を算定した書類

• OFF-JT実施状況報告書

添付書類

• 出勤簿、タイムカード、賃金台帳の写しなど

• 事業主が訓練費用を負担したことを確認できる

振込通知書など

• 訓練に使用した教材の目次等の写し

• 受講を修了したことを証明する書類（修了証など）

◆ お問い合わせ先 ◆

Step０

S t e p１

計画提出

S t e p２

訓練実施

S t e p３

支給申請

石川労働局・ハローワーク加賀


